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　平成19年産米については、全国的な過剰作付けの拡大と引き続く主食用米の需要の減少に加え、

消費者の低価格米志向の強まり等により米価が大幅に下落するという異常事態となり、10月29

日に国が「米緊急対策」を発動するに至りました。 

　この緊急対策で国は、①政府備蓄米34万㌧の年内買い入れと、備蓄米の市場への放出の抑制。

②全農による10万㌧の主食用米の非主食用(飼料)への転換。③平成20年産米の生産調整達成に

向けた農協系統と行政の連携。等を打ち出すとともに、そのための措置の一つとして都道府県間

調整のスキームを設けることとなりました。 

　さらに、新潟県が12月26日に行った平成20年産の市町村別需要量情報の提供では、南魚沼市 

は、22,821.62㌧となり、平成19年産に比べ738.07㌧の減少となりました。これを受けて、市

では県の配分基準を踏襲し、1月11日に市内の各協議会に対し平成20年産の需要量情報の通知

を行いました。その結果、市から当協議会への需要量情報は14,479.16㌧となり、平成19年産

に比べ601.45㌧の減少という厳しい結果となりました。 

　このため、当協議会では南魚沼市と連携しながら、平成19年産と同等の作付け率を維持するた 

め、国が米緊急対策で打ち出した「県間調整」の取組みを精力的に進めることとし、1月9日の

県協議会のヒアリングにおいて、平成20年産における減少分601.45㌧に平成19年産の地域間調

整獲得量の187.2㌧を加えた790.0㌧の要望を行ったところです。 

　しかし、県間調整については、現在も国段階で各県間の調整が続けられているという状況にあ

りますので、今後も県に対しさらに要望を続けるとともに、県内調整についても可能な限り取組

みを進め、市と共に平成19年産並みの作付率を維持するため、精力的に取組みを進めていきます。 

米をめぐる情勢と協議会のとりくみ 

平成２０年産の生産調整 

1．需要量情報 
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③　　新・品揃え枠 

④　　品質の状況 

⑤　　農業者・協議会裁量枠 
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（△116.33ha） 

需要量 

全　　国 

新 潟 県  

南魚沼市 

大和・六日町地域 

平成20年産 

815万㌧ 

571,490㌧ 

22,821.62㌧ 

14,479.16㌧ 

平成19年産 

828万㌧ 

596,500㌧ 

23,559.69㌧ 

15,080.61㌧ 

前年差　　 

△　　 13万㌧ 

△　25,010㌧ 

△　738.07㌧ 

△　601.45㌧ 

大和・六日町地域 

合　　計 

平成19年産配分 

比較増減 
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　南魚沼市より当協議会へ通知された需要量情報から別枠配分の「新・品揃え枠」「農業者・協

議会裁量枠」を除き、各生産者の経営水田面積に応じて一律配分します。 

　併せて基準単収により計算した作付面積目標も配分します。 

（１）基準単収の設定 

　　新潟農政事務所　統計情報センターの単収（７中５）を使用し、５１７ｋｇ/１０aとします。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H19 = 520kg/10a） 

 

（２）作付面積の単位 

　　１㎡単位を四捨五入し、１０㎡単位とします。 

 

（３）配分調整 

　　①　経営面積１,０００㎡以下の生産者には、全面積を配分します。 

　　②　経営面積１,０００㎡を超える生産者においても、作付面積が１,０００㎡を下回らない

　　　よう調整します。 

 

（４）加工用米 

　　加工用米の集荷業者（ＪＡまたは商系業者）が、それぞれ申込み取りまとめを行います。 

　　申込み数の取りまとめは２月１５日（金）までに行い数量を確定します。 

　　数量確定後の変更はできません。確定した数量は、必ず出荷してください。 

２．生産者への配分方法 

 

生 産 数量目標配分（t） 

新・品揃え枠（t） 

農業者・協議会裁量枠（t） 

配 分 生産数量目標（t） 

基　　準　　単　　収（kg/10a） 

作 付 面 積 目 標（ha） 

配 分 調 整 面 積（ha） 

水　　田　　面　　積（ha） 

計 算 上 の 転 作 率（％） 

平 成 20 年 産  転 作 率  

大 和 地 域  
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こがねもち 

五 百 万 石  

14,479.16 
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120.00 

301.61 
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　下記の「新・品揃え枠」「農業者・協議会裁量枠」の取組みに対し、一律配分とは別に作付加

算配分（転作カウント）します。 

 

（１）五百万石（酒米） 

　　作付け申込面積は概ね３０a以上とし、取りまとめは２月１５日（金）までに行います。 

　　作付加算配分（転作カウント）面積は、作付面積の５０％とします。 

 

（２）こがねもち（もち米） 

　　こがねもちの対象者は協議会にて決定し配分します。 

　　作付加算配分（転作カウント）面積は、作付面積の５０％とします。 

 

（３）環境保全型農業の推進 

　　取組の種類に応じた割合を、作付加算配分（転作カウント）します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）学校給食用米 

　　学校給食用米の対象者は協議会で決定し配分します。 

 

 

 

 

　平成19年産並の作付率の確保を目指し、県間調整・県内調整に積極的に取組みます。 

　ただし、申込数量を全て確保することが出来ないことも想定されるため、《申込希望数量が確

保出来なかった場合の不足分については青刈りで対応》していただくことを前提に、水稲生産実

施計画書（営農計画書）提出時に申込みを受付けます。 

　また、申込面積は、各人の転作不足面積を上限とさせていただきます。 

 

　　　　　　　　　　　地域間調整単価 ＝ ３１,０００円 ／ 10ａ 

３．別枠配分　（新・品揃え枠、 農業者・協議会裁量枠） 

４．地域間調整（県間調整・県内調整） 

区　　　分 

直播栽培 

農地・水・環境保全向上対策の 
　先進的な営農活動の対象農地 

特別栽培米・５割減（県認証） 

特別栽培米・８割減（県認証） 

ＪＡＳ有機栽培 

作付加算配分 
（転作カウント） 

作付面積の　　５％ 

〃　　　　５％ 

〃　　　　５％ 

〃　　　１０％ 

〃　　　１５％ 
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５．事業推進のための助成 

　本事業を推進するに当り、必要な経費は国の産地づくり交付金を活用（集荷円滑化対策加入が

条件）しますが、不足分については本協議会が協議会独自助成と合わせ助成します。 

 

（１）転作助成 

①　重点作物・地域振興作物・増反奨励対象作物の設定による作付け推進 

　ア．重点作物に、大豆、飼料作物、そば、加工用青刈り稲、スイカ、加工用ぶどう、カリフ

　　ラワー、ゆりを選定します。 

　イ．地域振興作物に、大和地域は「スイカ」六日町地域は「そば」を選定し、加算助成します。 

　ウ．増反奨励対象作物に、スイカ、加工用ぶどう、カリフラワー、ゆりを選定し、前年と比

　　較してその増反分に助成します。 

②　大豆、野菜等の作付けを振興し、作付面積に対し助成します。 

③　加工用米は生産者の希望を取りまとめ、出荷助成します。 

④　調整水田、自己保全管理での取組みについて 

　ア．一部転作で100㎡未満の場合はカウントになりません。 

　イ．ただし、１枚全て調整水田、自己保全管理とする場合は、100㎡未満でもカウントとな

　　ります。 

⑤　調整水田、自己保全管理など基本的に作物を作付けしないほ場は、助成対象としません。 

⑥　担い手の育成を目的として、認定農業者の転作作物に対し加算助成します。 

 

（２）団地化の推進 

　団地化を推進し、作付け品目・団地の規模に応じた助成をします。 

 

（３）集落とも補償 

①　面積の調整 

　　集落（農区）内で転作目標を達成することを原則としますが、段階的に協議会を通じ集落

　（農区）間の調整にも取組み、転作配分面積を達成することとします。 

②　集落とも補償調整金額 

　・調整金額は、超過達成調整金、35,000円／10a、 

　　　　　　　　未達成調整金、　31,000円／10a　とします。 

　・超過達成調整金と未達成調整金の差額分に 

　　ついては協議会で負担します。 
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【米価下落に応じた支払い】 
・生産者拠出は、ありません。 
・補てんの単価は、３,０００ 円/10aを予定しています。（支払い時に決定） 

減収額の９割が定額を超えた場合は、定額を補てんします。 

減収額の９割が定額に満たない場合は、減収額の９割を補てんします。 

当
年
収
入 

当
年
収
入 

基
準
収
入 

定額補てん 
９割補てん 

減
収 

減
収
の
９
割 

減
収 

減
収
の
９
割 

　生産調整に関する国の各種制度について、生産者の利益確保の観点から取組を推進します。 

  

 

　生産調整に取組む担い手（水田経営所得安定対策加入者）以外の生産者に対して、米の価格下

落の影響を緩和するための支援措置です。ただし、集荷円滑化対策への加入が要件となります。 

関連する対策 

　平成20年度に大幅な制度改正が予定されています。 

　まだ詳細が決定していませんが、確定次第、対象者にご案内します。 

2.  水田経営所得安定対策（担い手） 

１．稲作構造改革促進交付金（担い手以外） 

 

名称の変更 

対象農業者の 

面積要件緩和 

収入影響緩和 

対策の充実 

事務処理の 
簡素化 

基準収入 

当年単収 

当年産米価 
（円/60kg） 

25,173 

25,370 

25,558

当年収入 
（円/10a） 

218,166 

219,873 

221,503

減収額 
（円/10a） 

3,334 

1,627 

－3

減収額の９割 
（円/10a） 

3,000 

1,464 

－2

補てん額 
（円/10a） 

3,000 

1,464 

0

　　　　　　備　考 

米価がこれ以下は、定額を補てん 

減収分の９割を補てん 

減収とならないため補てんされない 

221,500（円/10a） 

520（kg/10a） とした場合の試算例 

　　　　　　 平成１９年 

品目横断的経営安定対策 

認定農業者４ha以上 
集落営農組織２０ha以上 
※物理特例、所得特例あり 

単年度では１０％の収入減少に対応でき 
るよう、基準収入の２.２５%の生産者積 
立とその３倍の国の負担 

　　　　　　　平成２０年 

水田経営所得安定対策 

原則はそのままだが、市町村特認を創設 

し、面積要件が緩和される方向 

２０％の収入減少に対応できるよう、基 

準収入の４.５％まで積立が可能 

加入申請、交付申請などが簡素化される 
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（生産者段階） 

豊作分 
区分出荷 

○出来秋の米価が下落する 
　おそれ 

○翌年の生産目標数量が減少 

需要に応じた生産 

米価下落の防止 

区分集荷し、１年古米で主食用に販売する場合は 
翌年産の生産目標数量を減少 

○出来秋の段階で市場 
　から隔離 
○主食用以外への処理 
　などの取組を実施 

生産量103 
（作況103） 

生
産
目
標
数
量
１００ 

＝ 

需
要
量 

3

ＪＡ等の集荷団体 

区分出荷せず 
主食用に販売 

豊作による 
　過剰米の発生 

（１）仕組み 

　国・県・地域ともに、作況が１００を超えた場合、各生産者の生産確定数量を基準として、

作況が１００を超えた超過分が区分集荷されます。 

　区分集荷された過剰米へは「米穀安定供給確保支援機構」が短期融資を行い、主食用以外に

販売できた場合は金銭で、できなかった場合は現物で返済します。 

 

（２）メリット 

①　本対策に加入することにより、産地づくり交付金・稲作構造改革促進交付金の対象となります。 

②　区分出荷された米穀については、その数量分につき翌年の生産目標数量が補正（増加）さ

　れます。 

 

（３）価格 

・融資単価水準　　　　　　３，０００円／俵 

・生産者拠出による支援　　４，０００円／俵 

・集荷奨励金の一部　　　　　　　未定　　　　 

　　　　　　　　　　　　　７，０００円＋α 

　　 

（４）生産者拠出 

　水稲作付面積１０ａ当り　　１，５００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

　需給調整・安定供給対策のため、面積に応じた拠出をお願いします。全国レベルで基金を造成

します。平成20年度は１０ａ当たり２００円を予定しています。 

 

【基金を活用した取り組み】 

①　地域水田農業ビジョンの実践強化（パンフレット作成、実践指導など） 

②　米需要拡大対策（米消費拡大運動、米輸出運動、学校給食・食育教育など） 

③　ＪＡ米拡大推進（ＪＡ米の宣伝活動、ＪＡ米マークシールの作成など） 

3.  集荷円滑化対策 

4.  米需給調整・需要拡大基金 
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6
1
戸
以
上
 

8
0
,0
0
0
円
 

2
,0
0
0
円
／
戸
数
 

※
「
集
荷
円
滑
化
対
策
」

へ
の
加
入
が
条
件
と
な
り

ま
す
。
 

6
,0
0
0
円
/1
0
a程
度
　
　
※
「
集
荷
円
滑
化
対
策
」
へ
の
加
入
が
条
件
と
な
り
ま
す
。
 

－7－ 


